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（第 3 節）

（第　 1

19 ～ 年度

【事務事業を評価する指標（ものさし）】
指　　　標　　　値

― 100%

16年度目標値 最終目標値

0 ―

成果指標 整備計画達成度

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標 庁内検討会開催数

事務事業開始の
きっかけ（市民
ニーズ、住民要望
等）

　「都市計画マスタープランの策定（Ｈ１２～Ｈ１５）」や「第５回札幌圏線引き見直し（Ｈ１４～Ｈ１５）」等との
整合をとりながら、都市の骨格をなす幹線道路網の整備計画を策定する。

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市内幹線道路・生活道路等の整備

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

道路と交通

■　あり □　なし総合計画(第１次実施計画）

Ｈ１６

内線７６１

平成１５年７月

高い都市機能を持ち、活力にあふれるまち

作成部署幹線道路網整備計画策定事業事務事業名

下村 英敏部長職名

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

Ｈ１６
根拠法令等 なし

　〃 終了予定年度

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　策定中の都市計画マスタープランや第５回札幌圏線引き見直し（整備・開発・保全の方
針）等との整合を図り、道央都市圏の将来交通計画の骨格的な指針となる第４回道央都
市圏パーソントリップ調査が平成１６年から予定されていることから、この結果を踏まえて
新しいデータを活用し社会情勢に対応する本市における道路網整備計画を策定する。

  市内の幹線道路

  都市内外との広域的な交流活動を担う交通体系の確立。
  都市内における交通処理能力の向上。
　現在の道路網の見直し。

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

人 　件 　費
（概算）

  なし

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入

 平成１５年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

企画財政部都市計画課

鈴川 曼

別紙２

4-2整理番号

事務区分 課長職名 作成日■自治事務　□法定受託事務

0

③１人当り年間平均人件費

①合　計

9,000

②人　数（年間）

9,000

4,080

0.20

9,000

0 4,080 0

1,800

9,000

0

5,880 00

0

0

0



　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□概ね妥当である　

　第４回道央都市圏パーソントリップ調査の結果が出るのが平成１９
年頃と考えられるので、実施時期は平成１９年とする。また、今後は道
路網整備計画等のベースとなる道路交通量調査事業との事業統合を
行い、道路関係の事業を一本化する。

□実施する

■見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

※以下の欄は記入しないでください。

4-2整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

□実施する

□見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】

■実施時期を遅らせる

今後の方向性等

  １次評価のとおり、第４回道央都市圏パーソントリップ調査との整合
を図るため、同調査の結果が出る平成１９年前後に実施することとす
る。また、道路計画策定事業と交通量調査事業を統合し、一本化す
る。

□実施について再検討する

□実施しない

■適切である

判　定項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが当面　

■妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

　平成１６年から予定されている第４回道央都市圏
パーソントリップ調査の新しいデータをしようすることに
より、経済情勢の変化や市民ニーズの変化に対応で
きる。

　社会情勢が変化している中で、平成１６年から予定
されている第４回道央都市圏パーソントリップ調査の
新しいデータを使用することにより、効率的な予算の
執行に努めることができる。

　道路は公共の財産であることから、市が実施すべき
事業である。

□受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

■受益者負担になじまない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

　住民の利便性の向上や地域の発展につながると考
える。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

■Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 □16年度から着手する必要がある

　第４回道央都市圏パーソントリップ調査の動向を見
ながら事業を進めることが必要である。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

■17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない




